
 
 

令和８年度市役所通り等活用イベント企画実施業務委託 
に関する業者選定実施要領 

 

１.公募型プロポーザルの目的 

本公募型プロポーザルは、「令和８年度市役所通り等活用イベント企画実施業務委託」を委託する

にあたり、広く提案を公募し、最も適切な者を当該業務の受託候補者として特定することを目的とし、そ

の募集手続等の必要な事項を定めるものとする。 

 

２.業務概要 

（１）業務名 

令和８年度市役所通り等活用イベント企画実施業務委託 

（２）業務目的・ 内容 

「令和８年度市役所通り等活用イベント企画実施業務委託仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年１月２９日までとする。 

（４）履行場所 

川崎駅周辺地区 

（５）提案上限額 

  金２５，０００，０００円 （消費税額及び地方消費税額を含む。） 

  ※金額は契約時の予定金額を示すものではなく、上限額を示すものである。 

 

３ 担当部署 

川崎市まちづくり局拠点整備推進室（担当 荻本、本田、今井） 

住 所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎 19 階 

電 話:044-200-0264 

E-mail:50kyoten@city.kawasaki.jp 

 

４ スケジュール 
質問の受付期間 令和８年２月１7 日（火）～２月２4 日（火） 

質問の回答 令和８年２月２7 日（金） 

参加表明書類の提出締切日 令和８年３月 3 日（火） 

参加資格審査結果の通知 令和８年３月５日（木）を予定 

企画提案書等の提出締切日 令和８年３月２３日（月） 

ヒアリング審査の実施 令和８年３月２６日（木）～３月３０日（月）を予定 

審査結果通知 令和８年３月３１日（火）を予定 

契約（予定） 令和８年４月１日（水）を予定 



 
 

５ 参加資格 

 本プロポーザルに参加することができる者は、単独の法人又は任意に結成された２者以上の共同企業体と
し、次に掲げる要件を備えた者とする。 

【法人が満たすべき要件】 

（１）法人であること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく、更生手続き開始の申立て中、又は更生手続
き中でないこと。 

（３）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく 、再生手続き開始の申立て中、又は再生手
続き中でないこと。 

（４）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく、破産手続き開始の申立て中、又は破産手続き中で
ないこと。 

（５）川崎市暴力団排除条例（平成 24 年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員等、暴
力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないもの及び神奈川県暴力団
排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第１項又は第２項の規定に違反して
いないものであること。 

（６）川崎市及び国・近隣自治体において契約規則等に基づく資格停止期間中及び指名停止期間中で
ないこと。 

（７）川崎市及び他官庁ならびに企業等のいずれかにおいて、市民、企業、地域団体等の多様な主体が
参画し、課題解決や都市の価値向上を図る仕組みの構築・運営などの業務又はこれに類する業務
実績を有すること。 

（８）川崎市プロポーザル方式（業務委託）実施ガイドライン第４条（３）のとおり、令和７・８年度の
川崎市業者委託有資格業者名簿に登録されていること。 

（９）共同企業体として参加する場合は、（１）～（８）の参加資格を有する者により結成されなけれ
ばならない。 

 

６ 参加申込に関する手続き及び書類 

（１）質問の受付 
受付期間 令和８年２月１7 日（火）～２月２4 日（火）午後５時まで 

提出方法 質問書（様式６）に必要事項を記載の上、持参又は E メールにより提出すること。 

※電話又は口頭、郵送による質問は受け付けない。 

回答日 令和８年２月２7 日（金） 

回答方法 下記の市ホームページで公表する。 

（https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/500/0000184701.html） 

※質問を提出した事業者名は公表せず、全ての質問と回答を公表する。 

※質問への回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を有するものとする。 

※意見の表明と解されるもの、審査内容に関わるもの等については、回答しないことが

ある。 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 



 
 

（２）参加表明書類の提出 
提出締切日 令和８年３月 3 日（火）午後５時まで 

提出書類 参加を希望する場合、次の書類を１部ずつ提出すること。 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 事業者概要書（様式２） 

ウ 類似業務実績書（様式３） 

エ 参加資格誓約書（様式４） 

（同種及び類似業務の実績については、参加表明書等の提出日までに履行が完了

したものに限る。） 

オ 同種及び類似業務の実績を証する契約書の写し等 

【添付資料】 

・会社案内、会社パンフレット等（法人の概要・事業内容等がわかるもの） 

提出方法 次のいずれかの方法にて提出 

持参の場合 受付:午前８時３０分～午後５時１５分 

ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く。 

郵送の場合 令和８年３月 3 日（火）までに必着 

ただし、書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 

（３）提案資格確認結果通知書 

参加表明書を提出した事業者に対して、資格の有無を確認し、令和８年３月５日（木）
までに E メールにより「提案資格確認結果通知書」を送付します。 

提案資格確認結果の理由について説明を希望する者は、通知を受け取った日から７日以
内に書面によりその旨を申し出てください。 

 

（４）企画提案書類の提出 
提出締切日 令和８年３月２３日（月）午後５時まで 

提出書類 【企画提案書類】 

・企画提案書（様式自由 ※３０ページ以内（表紙等含む）、Ａ４またはＡ３で

印刷可能なものとする。）、配置予定人員（様式５）、実施体制表（様式自

由）工程計画表（様式自由）、見積書（様式自由） 

留意事項 ア 上記の書類を正本１部、電子データ一式（PDF 形式）をまとめた電子媒体

(CD-R、クラウドストレージ等)１部を用意し、持参又は郵送により提出すること。 

イ 提案書は１者１提案とし、２以上の提案書が提出された場合は失格とする。 

ウ  提案書の内容は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい

内容にすること。 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 



 
 

 （５）ヒアリング審査 
実施日 令和８年３月２６日（木）～３月３０日（月）を予定 

会場 川崎市役所を予定 

審査方法 審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、令和８年度市役所通り活用イベン

ト企画実施業務委託プロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）を

設置し、書類及びプレゼンテーションによる審査を行う。 

提案書評価項目

及び評価基準 

「８ 提案内容の評価」のとおり 

留意事項 ・実施日時や実施方法の詳細は、一次審査の実施後、事業者に連絡します。 

・説明２０分、質疑５～１０分程度を想定 

・説明は提出された企画提案書をスクリーンに表示した状態で実施します。 

・出席者は最大５名とし、提案内容について網羅的に説明し、質疑応答に対応できる

人員を配置してください。 

 

（６）受託候補者の特定 

ア 評価委員会での審査の結果、最高得点の提案書等を提出した者を受託候補者として特
定する。ただし、出席委員の総合計点が満点の６割に達していないと判断された場合におい
ては、この限りではない。 

イ 最高得点者が２者以上あった場合は、 評価委員会で協議の上、受託候補者を特定する。 

ウ 最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者を受託 候補者
とする。 

 

（７）審査結果の通知・公表 

通知日 令和８年３月３１日（火）を予定 

通知方法 審査結果は、全ての応募事業者に E メールにより通知するとともに、下記の市ホーム

ページで公表します。 

（https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/500/0000184701.html） 

※共同事業体で応募する場合、代表企業に通知します。 

 

７ 応募の辞退 

参加申込書類を提出した後に、参加を辞退される場合は、速やかに担当部署に電話連絡の上、持
参又は郵送、E メールにより応募辞退届（様式７）を提出してください。 
 

８ 提案内容の評価 

次の項目に基づき行い、最高得点を得た者を本委託業務の選定業者候補とします。 

ただし、採点の結果、基準点（採点した全評価委員の合計点の 6 割）に満たない提案は選定しな



 
 

いものとします。 

 なお、採点の結果、最高得点の提案が複数あった場合（同点の場合）は、「（１）企画作成力」

及び「（２）企画実行力」による評価点数の高い提案者を選定します。それでも決定しない場合は、

委員の協議により最終順位を決定します。 

（１）企画作成力 

≪創意工夫・独創性≫ 

・ 市民や事業者を巻き込みながら、多様なコンテンツの実施等、事業の有効性の検証、ニーズ

の把握、地域貢献等が効果的にできる提案となっているか。 

≪多様な主体との連携≫ 

・ 川崎駅周辺の多様なステークホルダーや地域団体、地域人材との連携、川崎駅周辺で行わ

れる地域イベントと連携したコンテンツの実施など、多様な主体と連携して魅力を発信する内

容となっているか。 

≪回遊性の向上・賑わいの創出≫  

・ 市役所通り単体にとどまらず、川崎駅周辺へ人の流れを波及させ、エリア全体の回遊性向上

や面的な賑わい創出に寄与する提案になっているか。 

≪公共空間の活用≫  

・ 市役所通りの道路空間や地域資源、周辺公共空間の特性を踏まえ、安全性・視認性・滞留

性を考慮したレイアウトやゾーニングが工夫されているか。 

≪ウォーカブルなまちづくり≫ 

・ 居心地が良く歩きたくなる空間として、歩きやすさ・居心地の良さ・心地よさを高める工夫がなさ

れ、“また歩きたくなる体験“を創出する提案となっているか。 

≪川崎駅周辺大規模イベントプロジェクトとの連携≫ 

・ 川崎駅周辺で実施される大規模イベントと連携し、相互の集客・回遊・情報発信に相乗効果

を生む具体的な仕掛けがあるか。 

（２）企画実行力 

・ 提案された事業規模、内容、実施方法が適正であり、実現可能な計画となっているか。 

・ 仕様書の内容を的確に反映し、提案内容に対して費用が妥当かつ透明性のある積算となって

いるか。 

 

（３）実施体制及びスケジュール 

・ 提案内容を確実に実施するための適切な実施体制や人員配置（安全対策や誘導員等を

含む）となっているか。 

・ 実施に向けて無理のない計画となっており、適切な時期・期間・工程で構成された実行可能な

スケジュールになっているか 

（４）広報 

≪広報戦略・発信内容≫ 



 
 

・ ターゲットに適した媒体選定やメッセージ設計等、地域の魅力や事業目的を効果的に発信す

る広報戦略になっているか。 

≪交通規制等の重要情報の周知≫ 

・ 交通規制、導線変更、安全対策等、来街者・周辺住民への影響が大きい情報について、分

かりやすく確実に伝達できる広報計画となっているか。 

（５）業務実績 

・ 類似する業務の実績や知識・ノウハウを有しているか。 

 

９ その他 
（１）提出書類の追加・変更は原則として認められない。 

（２）提案者から提出された書類等については、理由の如何に関わらず返却しない。 

（３）次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は本件の参加を無効とする。 

ア 「５ 参加資格」の条件を満たさなくなった場合 

イ 提出書類が期限に間に合わなかった場合 

ウ 提出書類に不備があった場合 

エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

オ 見積書が提案上限額を超過した場合 

カ 談合その他不正行為があった場合 

（４）本プロポーザルに要した費用は提案者の負担とする。 

（５）提出書類及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（６）契約書作成の要否 要 

（７）契約保証金 

川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）第 33 条各号に該当する場合は
免除となりますが、それ以外の場合は契約金額の 10 パーセントを納付する必要があります。 

（８）契約条項等の閲覧 

川崎市契約規則等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」で閲覧できます。 

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） 

（９）委託代金の支払 

委託業務の全部が完了した後の支払を原則としますが、発注者と受注者との協議により、委託
業務の一部に既済部分があると認められる場合に限り、発注者による中間検査を経て、当該既済
部分に係る委託代金の一部を支払うことができるものとします。 

（10） 提出書類に関して説明を求められた場合は、応じること 

（11） 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和
８年３月頃）を要します。 

 

10 参考データ 



 
 

≪過去の開催における業務実績≫ 

  ア 仕様書５－(１)－イ 

・企画検討会議:２５回（※原則、週 1 回開催） 

・庁内全体会議:６回（※原則、月 1 回開催） 

・警察協議対策会議:５回（※協議スケジュールに応じて開催） 

・連携イベント調整会議:１回（※適宜開催） 

  イ 仕様書５－(２) 

・交通規制協議:計８回（警察協議:５回、警備会社協議:３回） 

・雑踏警備協議:計５回（警察協議:５回） 
  ※警察との交通規制協議及び雑踏警備協議は同時開催  

  ウ 仕様書５－(３)－ア 

    ・交通誘導２級警備員３名、一般警備員３８名配置 

  エ 仕様書５－(３)－ウ 

・規制告知看板:立て看板５６枚、横断幕１０枚 

・信号被覆作業:駅前南交差点の補助信号２か所 

  オ 仕様書５－(６）－イ 
・市職員スタッフ:７４人 従事者説明会:１回 

 

（２）広報実績 

種類 No. 掲出媒体 開始 終了 内容 

動
画
؞
१
ॖ
ॿ
␗
४ 

1 川崎区役所窓口番号表示システム 9 月 1 日 9 月 30 日 イベント開催告知 

2 河川情報表示版(下半期) 9 月 26 日 10 月 23 日 イベント開催告知 

3 川崎区役所窓口番号表示システム 10 月 1 日 10 月 31 日 交通規制案内 

4 本庁舎アトリム大型ビジョン 10 月 2 日 11 月 2 日 イベント開催告知 

5 アゼリアビジョン(下半期) 10 月 17 日 10 月 23 日 イベント開催告知、交通規制案内 

6 ラゾーナ川崎ルーファビジョン 10 月 19 日 11 月 2 日 イベント開催告知、交通規制案内 

7 SNS（Instagram、Facebook） 10 月 22 日 ー イベント開催告知 

8 市役所広場デジタルサイネージ 10 月 24 日 11 月 2 日 交通規制案内 

紙
媒
体 

1 市政だより９月号 9 月 1 日 9 月 30 日 ボランティア、市民モデルの市民公募募集 

2 市政だより１０月号 10 月 1 日 10 月 31 日 5 大イベント連携 

3 市制 100 周年ニュースレター 10 月 1 日 ー 5 大イベント連携 


